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研究成果の概要（和文）：近年、公共施設を巡っては、市町村合併による重複配置、老朽化、民間委託・民間移
譲等の課題が生じているが、人口減少、緊縮財政等による統廃合等、公共施設のあり方が問われている。総務省
も2016年度までに各自治体に公共施設等総合管理計画を策定するよう求めている。そこで、大学・研究機関の研
究者、県内の自治体関係者（職員、議員等）をメンバーとしら、公共施設のあり方研究会を立ち上げ、県内にお
ける公共施設の統廃合の方向性と現状、今後の動向を調査し、地域における公共施設のあり方について考えた。

研究成果の概要（英文）：We decided to set up a study group on public facilities, investigate the 
direction and current state of consolidation and abolition of public facilities in the prefecture, 
future trends, and think about the public facilities in the region.

研究分野： 地方自治
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研究成果の学術的意義や社会的意義
県内自治体の公共施設の統廃合計画の策定状況・内容の分析、自治体ヒアリング及び現地視察を実施した。各自
治体の担当部局に協力いただき、各自治体における公共施設の維持管理・統廃合の課題、具体的な施設の現状や
活用方法等の知見を得た。各自治体が抱える課題や先進的な取り組みについて実態に即した知見を得ることがで
きた。具体的には、公共施設等総合管理計画の分析、数値目標の設定のあり方、総合計画等上位計画との関係、
まちづくりとの関係、小学校の統廃合と利活用、地域団体との関係、住民参加手法、市町村合併との関係、起債
（最適化事業債等）の活用の有無、財政状況等について、ヒアリングを実施した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

2003 年の地方自治法改正により公の施設の管理を民間事業者等に使用許可権限も含み包括的
に委ねることができる指定管理者制度が創設され、経過措置期間（3 年）が過ぎた 2006 年 9 月
の本格施行から 10 年を経過する。全国で 73,476 施設（2012 年 4 月）に導入されているが、指
定管理者が固定化する現象がみられる（57,898 施設）一方、指定を取り消し、指定期間満了時
に管理を取り止める施設も多くなっている（2,068 施設）。その理由の過半が施設の統廃合や民
間譲渡である（1,102 施設）。また、この制度がもたらす課題（選定・実施の透明性の確保、雇用
問題、賠償責任等）も顕在化している。本研究は、指定管理者制度と公の施設のあり方を通して
行政の民営化が自治体行政に及ぼす負荷・軋みを明らかにし、その負荷・軋みをどのようにして
コントロールするべきか（保障・制度設計責任）、行政の民営化と自治体行政の変容について検
討する。 
 
２．研究の目的 
(1)指定管理者制度が公の施設のあり方に及ぼす影響 
 指定管理者制度は、管理者が変わる場合のみならず、固定化している場合でも、リスクと裏腹
の状態が潜在的にあるのではないか、一方指定管理者制度導入が施設の統廃合や民間譲渡への
伏線として使われ、機能しているのではないかということを明らかにする。 
(2)公の施設の政策的位置づけと公共的価値 
 公の施設の見直しが進むなか、公の施設の政策的位置づけと公共的価値について導き出す。 
(3)行政の民営化が自治体行政に及ぼす負荷・軋みと保障・制度設計責任 
行政の民営化の課題（選定・実施の透明性の確保、雇用問題、賠償責任等）を公共性の観点から
コントロールするための自治体の保障責任・制度設計責任の考え方とルールを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1)指定管理者制度の導入状況の分析 
 特徴的な状況である①市区町村において非公募が多いこと、②公募しても現管理者が指定さ
れる場合が少なくないこと（特に都道府県）、③指定取消し等の理由として施設の廃止等が過半
を占めること（その後の管理も同様）の状況について、どのような事情や背景があるのか明らか
にする。具体的には、 
 ①については、市区町村特有の公の施設の設置状況※１、地方の市町村における諸事情（第三
セクターの存在、市場の有無等）が影響していないか、という観点から調査分析する。 
※１調査結果では、市区町村では、自治会等の地縁による団体（自治 260 条の 2）が指定管理者
になっている施設が 15,721 施設（市区町村の指定管理施設 58,712 施設のうち 26.8%）で、うち
文教施設が 8,914 施設である。 
 ②については、都道府県の場合、大規模な施設が多いため、管理運営できる事業者が限定され
ることなどが影響していないか調査する。また、公の施設にネーミングライツ（公の施設の呼称
の命名権の売却）を導入する自治体が増えているが、このことが何らかの影響を与えてはいない
か、という観点から調査分析する。 
 ③については、指定管理者制度は地方自治法改正により 2003 年 9 月から施行され、3 年間の
経過措置期間が設けられていたが、施設のあり方について十分な検討したのか、また平成の大合
併の時期と重なり、合併前の自治体で重複している施設のあり方について十分な検討したのか、
という観点から調査分析する。 
(2)指定管理者制度導入施設の今後の動向 
 導入状況の分析を踏まえて、次のような点について考察する。 
 特徴的な状況（1)①）との関係では、指定管理者が固定化した施設において、指定管理者が撤
退しようとする場合、撤退の理由、自治体の対応、その後の状況等について調査検討する。一方、
新しい事業者に変わる場合、管理運営の継続性、職員の雇用問題、事業者間の引継ぎ等の課題に
ついて調査検討する。 
 関連して、自治体にとって不可欠な（廃止等できない）施設における管理運営のあり方として、
直営（業務委託を含む）による管理運営※２の可能性についても調査検討する。※２調査結果で
も、指定取消し等の後の管理のうち 3割の施設が直営（業務委託を含む）に移行している。 
 特徴的な状況（(1)③）との関係では、今後の施設の廃止等の動向等について調査検討する。
具体的には、当該自治体における当該施設の政策上の位置付け、住民生活における必要性、住民
の役割・負担、財政状況との兼合い等について調査検討する。また、民間譲渡等の場合は、その
手法、手続、その後の対応等（特に、住民の合意形成のあり方）について調査検討する。 
 
４．研究成果 
近年、公共施設を巡っては、市町村合併による重複配置、老朽化、民間委託・民間移譲等の課

題が生じているが、人口減少、緊縮財政等による統廃合等、公共施設のあり方が問われている。
総務省も 2016 年度までに各自治体に公共施設等総合管理計画を策定するよう求めている。そこ
で、大学・研究機関の研究者、県内の自治体関係者（職員、議員等）をメンバーとしら、公共施
設のあり方研究会を立ち上げ、県内における公共施設の統廃合の方向性と現状、今後の動向を調
査し、地域における公共施設のあり方について考えることとした。 



第 1回研究会は、2016 年 10 月に進め方について議論をし、第 2回研究会は、2017 年 1 月に計
画の体系、基本方針、目次を分析し、各計画の特徴を分析した。 
2017 年度以降は次のとおり開催した。県内自治体の公共施設の統廃合計画の策定状況・内容

の分析、自治体ヒアリング及び現地視察を実施した。各自治体の担当部局に協力いただき、各自
治体における公共施設の維持管理・統廃合の課題、具体的な施設の現状や活用方法等の知見を得
た。各自治体が抱える課題や先進的な取り組みについて実態に即した知見を得ることができた。
具体的には、公共施設等総合管理計画の分析、数値目標の設定のあり方、総合計画等上位計画と
の関係、まちづくりとの関係、小学校の統廃合と利活用、地域団体との関係、住民参加手法、市
町村合併との関係、起債（最適化事業債等）の活用の有無、財政状況等について、ヒアリングを
実施した。 
2017 年 6月第 3回：公共施設等総合管理計画・統廃合計画の分析、2017 年 9月第 4回：三豊市
ヒアリング調査・現地視察、2017 年 11 月第 5回：さぬき市ヒアリング調査・現地視察、2018 年
3 月第 6回：研究会中間とりまとめ、高松市現地視察、2019 年 9月第 7回：三野靖「公共施設再
編と今後の公共施設のあり方」、2020 年 1月第 8回：研究者報告 
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